
相楽地区広域行政の今後のあり方検討会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 相楽地区における広域的課題を主体的に検討するため、相楽地区広域行政の

今後のあり方検討会（以下「検討会」という。）を相楽郡広域事務組合内に設置す

る。 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、代表理事の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を

行い、代表理事に答申する。 

(1) 相楽会館の広域的な観点からの利活用に関すること。 

(2) その他代表理事が必要と認めるもの。 

（組織） 

第３条 検討会は、各市町村長が推薦した職員（課長級以上より１名）を委員とし

て組織し、次の役員を置く。 

(1) 委員長    １名 

 (2) 副委員長   １名 

２ 委員長は、代表理事の所属する市町村の委員を、副委員長は、委員の互選によ

って定める。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、検討会を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条  検討会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が座長となる。 

(意見の聴取) 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（事務局） 

第７条 検討会の事務局は、相楽郡広域事務組合事務局を、事務局長には、相楽郡

広域事務組合事務局長を充てる。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、代表理

事が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年７月２３日から施行する。 
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